
御船町DX推進計画（概要版）
～“町民の利便性向上”と“職員の業務効率化”を目指したデジタル変革～

１ 計画の目的

デジタル技術を活用し“町民の利便性向上”と“職員の業務効率化”

２ 計画の背景

・人口減少や少子高齢化などの社会変化

・デジタル技術の革新等の時代の変化

３ 計画の位置付け

「御船町総合計画」や「御船町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

をDXにより推進する補完計画

４ 計画期間

令和６年度から令和７年度までの２年間

５ 推進体制と役割

７ DXに向けた取組

町長

副町長・教育長

各課・室・局長

DX推進体制
（担当：総務課）

DX推進担当部署

DX推進ワーキンググループ

各課・室・局　職員

情報システム担当部署
（総務課）

連携

デジ田交付金担当部署（まちづくり課）

６ 本町の目指す姿

「書かない」「行かない」窓口と「スマートな執務室」の実現

⇒ さらにDXを加速化

将来像 国の重点取組事項等 町の取組事項 R5 R6 R7

①マイナポータルを活用したオン
ライン手続き

②上記以外のオンライン手続

③書かない窓口

④お伺い行政

2　公金収納における
eLTAXの活用

⑤eLTAX導入

３　マイナンバーカード
の普及促進・利用推進

⑥普及促進・利用促進

⑦相談対応

⑧講座開催

⑨データ作成

⑩公表

６　デジタル田園都市国
家構想の実現に向けた取
組の推進・地域社会のデ
ジタル化

⑪デジ田交付金事業

１　自治体の情報システ
ムの標準化・共通化

①情報システムの標準化・共通化

②職員へのセキュリティ対策研修

③セキュリティポリシー改正

④イントラネット無線化工事

⑤職員用パソコン入替

⑥対象業務の洗出し

⑦最新デジタル技術の導入

４　テレワークの推進 ⑧テレワーク環境の整備

⑨法改正の情報収集

⑩条例等改正

⑪デジタル人材の育成（研修）

⑫業務見直し

⑬文書管理・電子決裁システム

⑭ペーパーレス推進

⑮フリーアドレス推進環境の整備

※R5-R7の青色箇所は、検討・導入・実施等の取組を実施します。

※計画期間はR6及びR7ですが、継続的な取組はR5から記載しています。

1　自治体フロントヤー
ド（町民との接点）改革
推進

６　BPR（業務改善）の
取組の徹底
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４　デジタルデバイド対
策（情報格差対策）

５　オープンデータ・官
民データ活用の推進
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２　セキュリティ対策の
徹底

３　自治体のAI・RPAの
利用推進

５　デジタル原則を踏ま
えた条例等の規制の点
検・見直し


